
名古屋市裏金 帳簿・通帳情報公開訴訟

名古屋市の裏金帳簿・通帳の一
部非公開の取り消しを求めた訴
訟で、名古屋地裁は11/3/28づけ
で「支出入の状況が不明なものの
相手方の氏名等」ならびに「請求
書に記載された業者の振込先金
融機関名及び口座番号（ただし
白紙の請求書を除く)」の公開を
命じました。
http://nagoya.ombudsman.jp/dat
a/110328.pdf

「公開して当然」のみ
公開を命じた消極的判決

この件は、名古屋市の裏金問
題に関し、平成１９年度に総務局
監察室によって行われた裏金調
査で、監察室が入手した裏金帳
簿、裏金通帳の情報公開を名古
屋市民オンブズマンが求めてい
たものです。

前市長は情報公開請求を「却

下」しましたが、河村たかし・名古
屋市長は09/7 /13に記者会見を
行い、前市長が出した却下決定
を取り消し、あらためて一部公開
決定を出しました。

今回の判決では、支出入の名
目が不明なものは「通常他人に知
られたくないと認められるもの」に
該当するとは認められないとしま
した。しかし、「香典等相手方情
報」「臨時的任用職員の賃金に係
る相手方情報」「金融機関等の担
当者情報」「私的な金銭のやり取
りの相手方情報」「福祉サービス
の相手方情報」「飲食を伴う打ち
合わせの相手方情報」「死傷病者
に係る情報」「寄付した相手方情
報」「その他情報」については、支
出当時の情報公開条例で非公開
にされていたため、非公開としま
した。

また、法人情報である、請求書
の金融機関名・口座番号につい
ては、原則公開を命じましたが、

「白紙の請求書」に記載された法
人の金融機関名・口座番号につ
いては、公開されれば当該法人
が裏金の作出に関与していたとの
評価を受けるおそれがあり、法人
の社会的評価を低下させるおそ
れがあることが明らかであるから、
非公開としました。

名古屋市民オンブズマンの新
海聡弁護士は、「今回の判決は
最低限公開されるべき部分のみ
公開といっているだけで、つまら
ない判決である。裁判所は情報
公開の機能を軽視しているので
はないか。ただ、裁判を行ってい
くうちに名古屋市側が様々な説明
をしており、非公開ではあるが概
要がわかってきたところもある。今
後控訴するかどうかは検討する
が、裁判内でわかったことをまとめ
て発表することにエネルギーを注
いでも良いのではないか」と話し
ています。

移転しました２０１０年１２月より に新事務所
これまでお世話になってきた弁護士法人リブレの都合もあり、
２０１０年１２月から新事務所に移転しました。

新住所： 名古屋市中区丸の内3-7-9
チサンマンション丸の内第２ 303号室
地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」西１番出口
北へ徒歩４分

（以前のリブビルの目の前のビルです)
電話番号等は変更ありません。
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050

原則平日の午前１０時～午後５時まで開いておりますが、
常時事務所に担当者がいるわけではないので、
事務所に寄られる方はお電話いただきたいと思います。

2011年4月以降日程 ： 名古屋市民ｵﾝﾌﾞｽﾏﾝ･ﾀｲｱｯﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟ
月 日 曜日 時間 行 事 ・ 裁 判 ・ 催 し 場 所
4 １2 火 18:30- 大西聰 元名古屋市副市長の話を聞く会 オンブズ事務所

＊毎週火曜日午後6時半から例会をオンブズ事務所(大津橋南100m西側 チサンマンション3階)で開いています。
☆カンパ大募集中！ 郵便振替口座００８７０－９－１０５６８７ 「名古屋市民オンブズマンタイアップグループ」

自民党名古屋市議団 政務調査費

4614万返還命令も納得いかず

名古屋市民オンブズマン
タイアップグル－プ機関紙
１９９５年１０月２５日第１号発行

事務局 名古屋市中区丸の内3-7-
9 チサンマンション丸の内第2 303

tel : 052-953-8052
fax ： 052-953-8050

平成１６年度に自由民主党名
古屋市会議員団に支給された政
務調査費のうち「個人経費」分１
億３５００万円を返還するよう名古
屋市民オンブズマンが求めた住
民訴訟で、名古屋地裁は11/3/2
3づけで４６１４万円の返還を命じ
ました。http://nagoya.ombudsma
n.jp/seimu/110323.pdf

自民党会派の内紛で発覚
文書提出命令は却下

平成１６年当時、名古屋市議に
は政務調査費が１人当たり月５５
万各会派に支給されてりました
が、市民に領収書がまったく公開
されておらず、「第二給与」との批
判が絶えませんでした。

本件は、当時病気療養中の元
市議（すでに死去）に対して４５０
万円の政務調査費を支払ってい
たことが新聞報道で判り、個人経
費分全額の返還を求めて住民監
査請求をしたところ、監査結果の
中で「領収証が個人別に特定で
きず、会計帳簿が不備であった」
との指摘がなされた事案です。

弁論の中で、領収書が個人別
に特定できていない以上、実際に
政務調査活動に支出されたことを
証する根拠がないとして、領収書
の文書提出命令申し立てを行
い、地裁・高裁では認められまし
たが、最高裁で却下されました。

陳述書を提出しなかった
4500万は返還命令

今回の判決では「政務調査費
の返還を請求する側において、
相応の根拠を持って当該会派の
提出した収支報告書の記載内容
が正確でないことを主張・立証し

た場合には、返還を求められてい
る会派側において、政務調査活
動の秘匿性の要請に抵触しない
限度において、政務調査費の支
出状況を明らかにすべき」としたう
えで、「返還を請求する側におい
て、具体的な政務調査費の支出
が、政務調査費の本来の使途及
び目的に違反した不適切な支出
であることを推認させる外形的事
実を主張立証したときには、返還
を求められている会派側におい
て、当該政務調査費の支出が政
務調査費の本来の使途及び目的
にかなうものであることを立証しな
い限り、当該政務調査費の支出
は『市政に関する調査研究に資
するため必要な経費』として支出
したものでないとの立証があった
ものと扱うのが相当である。」としま
した。
その上で、陳述書を提出した16名
に支給された８８５０万円以外の４
５００万円について立証していな
いため返還命令を出しました。

規程に記載がない
事務所費はアウト

次に、陳述書が提出された885
0万円について個別検討をしまし
た。
1.事務所借り上げ費

規程に例示されていないため、
「基本的に政務調査費の支出対
象としては想定していないものと
解するのが相当である」とした上
で、「調査研究活動のために特に
事務所を借り上げる必要があった
ような場合には事務費に当たると
解する余地はあるが、特段の事情
につき何ら述べていない」ため、
合計１１４万円の返還命令を出し
ました。
2.飲食費

当該飲食を伴う会合が、食事を
伴う時間に開催する必要があり、
しかも、会合参加者全体として一
緒に飲食をする必要があり、か
つ、その飲食内容が会合の性質
などに照らして社会通念上相当
な範囲内である場合であることが
必要と解すべき」としましたが、原
告が具体的に主張していないた
め、理由がないとしました。
3.公報費

機関紙「自由市民」は政治活動
であるとする原告の主張に対し、
「全体としてみれば『自由市民』は
政務調査活動の一環としての広
報活動のために発行したものと認
められる」として、使途基準に違反
するとは認められないとしました。
4.その他

「個々の具体的な支出を捉えて
その支出が、政務調査費の本来
の使途及び目的に違反した不適
切な支出であることを推認させる
外形的事実を主張をしているとは
認められず、原告の主張自体不
十分である」としました。

陳述書さえ出せばOK？
名古屋市民オンブズマンの新

海聡弁護士は、「総論は当方の
主張を全面的に支持するも、陳述
書で説明すれば足りる、というの
はあまりにもおおざっぱだ。陳述
書も出さないような議員分の返還
命令は当然。規程に記載されて
いない事務所費の返還命令は、
現在住民監査請求中の愛知県議
政務調査費に使える。また、最高
裁で確定した、昼食代と自由市民
の一部返還命令が本判決では考
慮されていないのは問題。また、
政務調査費に関して河村市長の
方針がまったく見えないことも問
題だ。控訴して高裁の判断を仰ぎ
たい。」と述べました。

第179号 2011年3月31日名古屋市民オンブズマン

ＮＥＷSＮＥＷSタイアップタイアップ
http://www.ombnagoya.gr.jp/ e-mail office@ombudsman.jp



愛知県議 政務調査費住民監査請求

名古屋市民オンブズマンは、２
００９年度に愛知県議に支給され
た政務調査費の領収書（３万円以
上 人件費を除く）を分析し、そ
の中の「事務所家賃」「車リース
料」に支出された約８３１３万円は
政務調査費条例・規程に反して
いるとして、知事は各会派に返還
を求めるよう、 2011/2/18づけで
愛知県監査委員宛に住民監査請
求を起こしました。
http://nagoya.ombudsman.jp/sei
mu/110218.pdf

規程違反の支出も お手
盛りマニュアルでOKに？

愛知県議会政務調査費交付規
程には，「事務費」の使途基準とし
て「会派が行う調査研究に係る事
務の遂行に要する事務用品・備
品購入費，通信費等の経費」とあ
り，「自動車のリース，事務所の賃

借料及び管理運営費」は文言上
も性質上も使途基準に定められ
た事務費には該当しません。

しかし、県議会は規程の下に位
置づけられる政務調査費マニュア
ルを作成しており，その中に「事
務費」の例示として「事務用品・備
品の購入，事務機器の購入及び
リース，電話（携帯電話を含む。）
の使用，インターネット接続契約，
自動車のリース，事務所の賃借料
及び管理運営費（光熱水道費等）
などが該当する。」としています。
車リース料は年間８０万円まで認
めています。

11/3/18 意見陳述
11/3/18に、愛知県議政務調

査費に関する住民監査請求の意
見陳述を行いました。

はじめに、代理人の滝田誠一
弁護士が、今回の住民監査請求
に関する法的な視点を説明しまし
た。次に、請求人の杉浦俊宏氏

が、実際に領収書を分析した中で
疑問に思ったことを述べました。

最後に、請求人の内田隆氏
が、監査に際しての視点を補足的
に説明しました。（黒塗り領収書、
車リース料の費用弁償との二重取
り疑惑、所有権移転型リースかど
うか）

住民監査請求後規程改正
なお、愛知県議会議長は11/3

/29に規程を改正し、１１年５月以
降の支出に関し、使途基準の事
務費の中に「事務所家賃、車リー
ス料」を加えました。しかし、そもそ
も事務費に入れることが許される
のか疑問です。また、今回の住民
監査請求は、規程改正前の支出
であるから、議会が規程の不備を
認めたとも言えます。監査委員の
判断に期待します。

愛知県議 政務調査費アンケート

11/3/7づけで愛知県議会
の現職議員９９名に対し、政
務調査費の領収書だけでな
く、会計帳簿・活動報告書・
視察報告書についても、作
成し、議会に提出義務を負わ
せるかどうかについてアンケ
ートを行った。また、それらに
ついて、ネット上での公開を
行うかも質問した。

愛知県議会議員は名古屋
市議会に対する市民の不信

の原因の１つとなった「会派
での一括回答」「政務調査費
の不透明さ」をどう思っている
のかを、議員個人に対して直
接聞くことで、統一地方選挙
の参考にしたいと考えた。

県議全９９名のうち、回答
は９０名で、９名が回答拒否
だった。個人別の回答は別
紙のとおりである。

なお、アンケート締切後の
3/18に、領収書１円以上提

出義務化する条例改正がな
されたが、本アンケートで問う
ている「会計帳簿」「活動報告
書」「視察報告書｣については
改正されなかった（現状：会
計帳簿は会派保管。活動報
告書＋視察報告書は作成義
務付けず。ネット掲載もな
し）。4/10投開票の愛知県議
選挙後、それらについて新議
員で協議し、再度の条例改
正をすることを望む。

新代表からのご挨拶
新代表 滝田誠一弁護士
昨年(２０１０年)末に開かれた
臨時総会で、名古屋市民オンブ
ズマンの代表に選任された滝田
誠一です。臨時総会では、代表
を 年ごとに交代することによ1
り、オンブズマン活動を活性化

。しようということになりました
これから 年間宜しくお願いし1
ます。

「パフォーマンス首長」
をどう考えるか

このところ、名古屋市民オン
ブズマンの活動に元気が無いと
感じている方が多いようです。
その原因の つには、オンブズ1
マンが華々しく活躍し、大きな
成果を上げた官官接待、裏金、
談合といった問題が影を潜め、
これらにかわる目を引くテーマ
がなかなか見つからないことが

1あるでしょう。しかし、もう
地方の政治が、首長のパフつ、

ォーマンスの場となり、そこに
世間の関心が向いてしまってい
るという外部的な原因も大きい
ように思います。首長は大衆受
けする政策を目玉として打ち上
げ、それに反対する議員、議会

、を悪者にして世論の支持を集め
その支持を背景に、強力に政策
を進めようとしています。今ま
での政治に不透明さや歯がゆさ
を感じていた人たちの中には、
このような単純明快なやり方を
喝采し応援する人も多いことは
確かです。議会に緊張感を持た
せ、中身のある議論をさせたこ
とは評価されるべき点かもしれ
ません。他方、このようなやり
方に危うさを感じている人も大
勢います。民主主義の本来の姿
は、議論を重ね、少数者の意見
も尊重しつつ、意見を集約し合
意を形成していくというものの
はずです。このプロセスを省略
し、結論だけ示して賛否を問う
というのは、いささか乱暴でし
ょう。

オンブズマンの原点を
見据えた活動を

ところで、オンブズマン・タ
、イアップグループのメンバーも

首長のやり方あるいは政策を支
持する人、これらに疑問をもつ
人など様々です。私たちグルー

、プの存在感をアピールするため
グループとしてこの問題に積極
的に関わりたいという人もいる
ようです。しかし、オンブズマ
ンの目的は、多様な政治的意見
を持つ市民が、その相違を乗り
越えて共通して追及できる問題
（＝政治・行政等の不正・不当
な行為）を取り上げ、これを監
視し是正することです。世間や
マスコミの目は首長のパフォー
マンスに向いていますが、これ
に惑わされることなく、オンブ
ズマンの原点を常に見据えた活
動をして行きたいと思います。

オンブズマン＆タイアップ総会＋望年会報告
2010年７月31日午後5時、名古屋
市内の居酒屋で名古屋市民オン
ブズマン＋タイアップ合同総会が
行われた。下記の収支報告が承
認され、その後「河村市政をどう
見るか」の議論が行われた。その
後懇親会も行われた。

会員が年々高齢化によって脱

退する人も多くなっている。会員
各位には、年会費振り込みと新会
員の勧誘を是非お願いしたい。

また、同年１２月２７日午後５時
半、名古屋市内の居酒屋で名古
屋市民オンブズマン臨時総会が
行われ、定足数を上回る出席を

確認後、代表（滝田誠一弁護
士)、事務局長（新海聡弁護士)、
事務局次長（内田隆)を選出した。
さらに、会則の変更（年「2」回の定
期総会、会則文字の明らかな誤り
の訂正）を行った。その後タイアッ
プメンバーを含めた懇親会が行
われた。

タイアップグループ
年間収支報告書

09/7/1-10/6/30 単位：円

[運営収入の部］
会 費 51人 410,000
寄 付 金 72,760
受 取 利 息 135
運営収入の部合計 482,895

[運営費用の部］
事務消耗品 53,513
調査費 90,308
ニュース発行費 54,890
ネット広報費 120,765
情報公開請求費 95,920
新聞代 47,100
運営費用の部合計 462,496
当期運営収支差額 20,399

立替金
瀬戸談合から58,978円返還

期首純資産 1,180,427
期末純資産 1,200,826



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告書 ネット 備考
久保田浩文 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
田辺克宏 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
  鈴木 正 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
大竹正人 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
立松誠信
  倉知俊彦 3月10日 会派保管 会派保管 提出義務 公開せず 唯今改正の検討中です。個人の意見として
寺西　学 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ

  山本和明

日高　昇 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
筒井タカヤ 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
浜田一徳 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
直江弘文 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
水野富夫 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
栗田 宏
川本明良 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
小林秀央 3月10日 会派保管 提出義務 提出義務 金額のみ
川上万一郎 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ

加藤みなみ 3月10日
提出義
務、会派
保管

提出義務、会派
保管

提出義務、会派
保管

すべて公開、
金額のみ

印２ヶ所付してあります。いずれでも良いと
云う意味です。

内田康宏 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
青山秋男 3月11日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
小出典聖 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
吉川伸二 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

岩村進次 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
問１　３月１８日議決予定で内容が変更され
る。・１円以上公開　・人件費の除外規定の
削除　・会派及び議員を加える

長坂康正 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
小林　功 3月14日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
松川浩明 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
熊田裕通 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
鈴木 愿 3月10日 提出義務 会派保管 提出義務 金額のみ
奥村悠二 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
三浦孝司 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ
鈴木孝昌 提出義務 作成義務付けず 会派保管 公開せず
深谷勝彦 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
沢田丸四郎

自
民



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告書 ネット 備考

横井五六 3月25日 会派保管 会派保管 会派保管
問４　インターネットでの公開も今後検討して
いきたい。

中根義一 3月11日
提出義
務、会派
保管

会派保管 会派保管 金額のみ

伊藤勝人 3月11日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
杉浦孝成 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
神野博史 3月15日 提出義務 作成義務付けず 提出義務 金額のみ
吉田徳保 3月17日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
浅井喜代治
酒井庸行 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
中野治美 3月11日 会派保管 作成義務付けず 会派保管 公開せず

神戸洋美 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず

インターネット上では、情報がどのように悪
用されるかわからないし、日本の現状では規
制法も整備されていないので不安が残る。ま
た、公開については議員個人の判断で分か
れると思う。自分としてはホームページや県
政レポートで活動報告をしているので、報告
書作成となっても通常どおりという意識であ
る。

大見　正 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
吉田真人 3月10日 提出義務 会派保管 会派保管 公開せず
森下利久 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
石黒栄一 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
峰野　修 3月16日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
坂田憲治 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
鈴木喜博 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
伊藤辰夫 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
須崎　かん 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
石井芳樹 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
原　欣伸 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
渡辺 昇 3月10日 会派保管 作成義務付けず 作成義務付けず 公開せず
川嶋太郎 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

自
民



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告 ネット 備考
塚本　久 3月16日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
黒川節男 3月15日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ 会計帳簿に使用目的が記入してある
富田昭雄 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ

問1　同時に貴会の言われる政務調査活動と、実態の検証をまず
はすべきです。貴会の定義だけで我々の活動を採点しようとする
間は、反目が続くだけです。我々も活動の実態を知っていただい
た上で、それに見合ったルールさえ設けることができればフルオー
プンでもまったく構いません。
問２　どこまでのレベルで報告せよと言われているのかわかりませ
んが、「日報」のようなものを提出せよというのであれば、それは困
難です。以前にもお答え致しましたが、政務調査の活動報告と
は、イコール議会での質問に凝縮されるものです。むしろ、質問原
稿すら役人に書かせている議員をあぶりだすべき。

問３　＋「必ず議会でとりあげ、どんな成果をもたらしたのか」まで
をワンセットで公開すべき
問４　私は、インターネットの利便性は認めますが、決してその普
及を肯定する立場ではありません。（理由は議会でも質問しており
ますので、議事録を参照ください)　よって、あえてホームページを
開設していませんので、ネットでの公開は現在不可能です。但し
ネット以外の方法であれば、いくらでも協力できます。

とね勝之 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
波形昌洋 3月10日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
柏熊光代 提出義務 提出義務 会派保管 金額のみ
松山　登 3月11日 提出義務 提出義務 提出義務 問４　その他　公開は賛成で議会が公開をして欲しい。
杉岡和明 3月9日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
中村友美 3月9日 提出義務 作成義務付けず 提出義務 問４　視察報告書はネット上で公開する
近藤良三 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
山田幸洋
原田信夫 3月9日 会派保管 作成義務付けず 会派保管 金額のみ
住田宗男 3月8日 会派保管 会派保管 会派保管 金額のみ
浜崎利生 3月9日 会派保管 提出義務 提出義務 金額のみ
水野豊明 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 問４　検討内容あり　公開上の問題点を整理する必要あります。
高木ひろし 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
仲　敬助 3月10日 会派保管 会派保管 提出義務 金額のみ
渡辺まさし 3月9日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
高橋正子 3月12日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
森井元志 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
久野てつお 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
水谷満信 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開 いずれも個人情報などが保護されることが前提です

かじ山義章 3月9日 会派保管 作成義務付けず
作成義務
付けず

公開せず

3月9日 会派保管 提出義務

民
主

西川厚志



名前 回答日 会計帳簿 活動報告書 視察報告 ネット 備考
中村すすむ 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
安藤としき 3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
鈴木 純 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ 遅くなり申し訳ありません　宜しくご査収ください
長江正成 3月14日 提出義務 提出義務 提出義務 公開せず
古俣泰浩 3月14日 提出義務 会派保管 会派保管 金額のみ
浅井よしたか 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
谷口知美 3月9日 会派保管 作成義務付けず 提出義務 公開せず

柴田高伸 3月10日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開
問１　領収書で明らかだが　問２，３　現在も作成済み　問４　簡便
にPDFにて公開しては

鈴木あきのり 3月9日 提出義務 提出義務 提出義務 金額のみ
天野まさき 3月16日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

但し、会計帳簿、活動報告書ともに会派での議論がないため、どう
いったものを想定しているかは、個人により大きな隔たりがあると
思われる。例えば、報告書については、長野方式のような日報的
なものか、日毎の報告書か、会計帳簿についても、どの程度のも
のを想定するかは個人によって大きく異なる。

また、議会提出と会派保管についても公開請求の対象とするため
という認識にも開きがあると思われる。議員の認識が低いといわ
れればそれまでだが、もう少し具体的な説明（あるいはそちらが想
定していること）を付けた方が正確な回答が得られると思います。

渡会　克明 3月9日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
木藤　俊郎 3月14日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
米田展之
鬼頭　英一 3月15日 会派保管 会派保管 会派保管 公開せず
岩田　隆喜

小島丈幸 3月17日 会派保管 会派保管 会派保管
問４　インターネット公開が、公的な公開というものでない限り、公
開しない。ただし、公的公開となった場合、公開をしていきたい。

桂　俊弘

減
税

安藤まさひこ 3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 公開しない

問２，３　個々が提出した場合に、物量的に多大となるので、その
保管方法や提出内容の見討が必要。本来は義務付けなくても１人
１人が県政報告会をきちんと開いたり、広報誌できちんと報告する
べきだと思います。
問４　現在のインターネット環境はセキュリティーに問題があり、世
界中からアクセスできる。サイバーテロも非常に高度で、他への影
響も心配される。よって現段階のインターネット環境では、会計帳
簿のネット公開は慎重な考えです。しかし、環境が変わればよいと
思います。

3月17日 提出義務 提出義務 提出義務 すべて公開

公
明

民
主

小山　祐




